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山形県告示第321号

　地方自治法（昭和22年法律第67号)第252条の36第１項の規定により、包括外部監査契約を次のとおり締結した。

　なお、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第174条の49の25第２項に規定する書面の写しは、平成18年３月

31日まで総務部改革推進課において一般の閲覧に供する。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　契 約 の 期 間 の 始 期　　平成17年４月１日

２　費用の額の算定方法　　基本費用の額と執務費用及び実費の額とを合算した金額

３　契約を締結した者の氏名及び住所　　氏名　押　　野　　正　　德

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　山形市十日町二丁目１番33号801

４　費用の支払方法　　監査の結果に関する報告が提出された後に支払う。ただし、必要があると認めるときは概

算払をするものとし、監査費用の額の確定後に精算する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第322号

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県社会福祉施設整備資金利子補助金交付規程（昭和42年７月県告示第697号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「年0.375パーセント」を「年0.425パーセント」に、「年0.75パーセント」を「年0.85パーセン

ト」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、平成17年３月11日から適用する。

２　平成17年３月11日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際借入金残高に乗ずる割合につい

ては、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第323号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃止年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17. 3.31
訪問介護ステーションひがしね

東根市大森二丁目４番１号

医療法人社団明山会

東根市大森二丁目３番６号
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山形県告示第324号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第325号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第326号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の５第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17. 3.10訪 問 介 護

特定非営利活動法人　エンジェル・ハー

ト「訪問介護サービス事業所」

山形市南原町三丁目８番12号

特定非営利活動法人エンジェ

ル・ハート

山形市南原町三丁目８番12号

平成17. 3.29訪 問 介 護
葉山タクシー介護事業所

西村山郡河北町谷地甲22番地

株式会社葉山タクシー

西村山郡河北町谷地甲22番地

平成17. 3.15通 所 介 護

クオリティケアサポートセンター渋谷別

館

東根市温泉町二丁目２番20号

有限会社渋谷別館

東根市温泉町二丁目２番20号

平成17. 3.24通 所 介 護
笑福デイサービス

山形市大字漆山1698番地26

有限会社笑福

山形市大字漆山1698番地26

平成17. 3.30福 祉 用 具 貸 与

アースサポート株式会社　山形在宅サー

ビスセンター

山形市八日町一丁目２番２号

アースサポート株式会社

東京都渋谷区本町一丁目８番

７号

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17．3.30

アースサポート株式会社　山形在宅サービスセ

ンター

山形市八日町一丁目２番２号

アースサポート株式会社

東京都渋谷区本町一丁目８番７号

指定年月日
　知 的 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17. 3.23デ イ サ ー ビ ス

特定非営利活動法人　虹の

ネットワーク

山形市大字八森字中ノ沢126

番地の５

特定非営利活動法人虹の

ネットワーク

山形市大字八森字中ノ沢126

番地の５

平成17. 3.29デ イ サ ー ビ ス

デイサービスセンターわた

しの会社

山形市鳥居ヶ丘26番27号

社会福祉法人ほのぼの会

山形市鳥居ヶ丘26番27号

平成17. 3.29デ イ サ ー ビ ス

障害者デイサービスセン

ター「あおぞら」

東村山郡山辺町大字山辺

2084番地１

社会福祉法人山辺町社会福

祉協議会

東村山郡山辺町大字大塚836

番１
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山形県告示第327号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の11第１項の規定により、指定知的障害者更生施設等を次のと

おり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第328号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第329号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第330号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する、指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

平成17. 3. 9地 域 生 活 援 助

グループホーム　さくらん

ぼはうす

山形市深町三丁目３番31号

社会福祉法人愛泉会

山形市長谷堂4687番地

指定年月日
知的障害者更生施設

等の種類　　　　　

指定知的障害者更生施設等の

名称及び所在地　　　　　　

指定知的障害者更生施設等の

設置者の名称及び主たる事務

所の所在地

平成17. 3.29
知 的 障 害 者

更 生 施 設

知的障害者更生施設（通所）「わたし

の会社」

山形市鳥居ヶ丘26番27号

社会福祉法人ほのぼの会

山形市鳥居ヶ丘26番27号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成17. 4. 1

株式会社コムスン　かみ

のやま

温泉訪問入浴ケアセン

ター

上山市石曽根37番地

株式会社コムスン上山ケ

アセンター

上山市二日町９番21号

訪 問

入 浴 介 護

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目

10番１号

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17. 3.28
痴 呆 対 応 型

共 同 生 活 介 護

グループホーム燦燦とざわ

最上郡戸沢村大字津谷字鞭打野2096－１

有限会社カワムラ

酒田市東町一丁目15番地の24
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山形県告示第331号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第332号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第17条の４第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第333号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成17．3.29
ふれあい鮭川指定居宅介護支援事業所

最上郡鮭川村大字京塚951番地の５

有限会社ふれあい鮭川

最上郡鮭川村大字京塚951番地の５

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17. 3.23訪 問 看 護
ライフサポート“竹とんぼ”

東置賜郡高畠町大字入生田2068－１

有限会社セスナー

南陽市宮内778番地１号

同　　  3.29
特定施設入所者

生 活 介 護

介護付有料老人ホームやすらぎ苑

米沢市成島町三丁目２番127－12号

株式会社ユートピアライフ

米沢市木場町８番31号

同
痴 呆 対 応 型

共 同 生 活 介 護

グループホームひめさゆり荘

西置賜郡飯豊町大字添川3514番地82

社会福祉法人いいで福祉会

西置賜郡飯豊町大字添川3514

番地82

同　　  3.30通 所 介 護
スマイルデイサービス

南陽市椚塚1180番地の２

医療法人社団公徳会

南陽市椚塚948番地の１

指定年月日
　身 体 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17. 3.30身体障害者居宅介護

有限会社なごみの部屋

山形市米沢市堀川町４番31

号

有限会社なごみの部屋

山形県米沢市堀川町４番31

号

平成17. 3.30身体障害者居宅介護

のびのびケア“竹とんぼ”

山形県東置賜郡高畠町大字

入生田2068番地１

有限会社セスナー

山形県南陽市宮内778番地１

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成17. 4. 1

こぶし荘認知症高齢者グ

ループホームこぶしの家

こぶし荘痴呆性老人グ

ループホーム
痴呆対応型

共同生活介

護　

社会福祉法人南陽恵和会

南陽市川樋508番地
南陽市川樋508番地
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山形県告示第334号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区の名称

　　今野川土地改良区

２　事務所の所在地

　　東田川郡羽黒町大字荒川字谷地堰53

３　認可年月日

　　平成17年３月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第335号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区の名称

　　月光川土地改良区

２　事務所の所在地

　　飽海郡遊佐町大字遊佐町字京田36番地

３　認可年月日

　　平成17年３月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第336号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第30条第２項の規定により、土地改良区連合

の定款の変更を次のとおり認可した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区連合の名称

　　最上川下流右岸土地改良区連合

２　事務所の所在地

　　飽海郡平田町大字飛鳥字大林547－１

３　認可年月日

　　平成17年３月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第337号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により、次のとおり土地改良事業の施行に伴う工

事が完了した旨の届出があった。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

工事完了年月日事　　業　　の　　名　　称地　区　名届　出　者　の　名　称

平成16年12月28日農 地 等 高 度 利 用 促 進 事 業手 向羽 黒 町
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山形県告示第338号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成16年10月28日　　指令村総建第5017号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東根市一本木二丁目1996－１、1996－10、1997－６、2000－１、2001－１、2001－２

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　東根市中央二丁目11番１号

　　天野地所株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第339号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成17年４月８日から同年４月21日まで縦覧に供す

る。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　糠野目亀岡線

２　供用開始の区間　　東置賜郡高畠町大字入生田字川北3025番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　978番３まで

３　供用開始の期日　　平成17年４月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第340号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成17年４月８日から同年４月21日まで縦覧

に供する。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　長井白鷹線

２　供用開始の区間　　西置賜郡白鷹町大字鮎貝字神明二2482番２から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　字檀廻2561番１まで

３　供用開始の期日　　平成17年４月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第341号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成17年４月８日から同年４月21日まで縦覧

に供する。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　長井大江線

２　供用開始の区間　　西置賜郡白鷹町大字鮎貝字八幡沢二1505番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　字神明二2478番１まで

３　供用開始の期日　　平成17年４月８日
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山形県告示第342号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成17年４月８日から同年４月21日まで縦覧に供す

る。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　三瀬水沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第343号

　民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により、社団法人の設立を次のとおり許可した。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第344号

　平成２年３月県告示第300号（山形県港湾施設の概要）の一部を次のように改正する。

　なお、関係図面は、土木部交通基盤課空港港湾室及び庄内総合支庁建設部港湾事務所において縦覧に供する。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　１　酒田港(1)酒田プレジャーボートスポット以外の港湾施設の項の表水域施設Ａの項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表外郭施設Ｂの項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　「

　　　　　　を　　　　　　に改め、同表係留施設Ｃの項中

　　　　　」　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表荷さばき施設Ｆの項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

236
11.4～

 6.8
旧

鶴岡市大字水沢字山ノ腰138番から

同　　　　　　字行司免63番まで

同　上
21.4～

 6.8
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

許 可 年 月 日主 た る 事 務 所 の 所 在 地 法　人　の　名　称

平成17年４月１日酒田市山居町一丁目１番20号社団法人　酒 田 観 光 物 産 協 会

－7.523,200－35宮 海 泊 地

－7.523,200－35宮 海 泊 地

－2.0 3,055－36家 岸 物 揚 場 (Ｂ) 泊 地

836 969

－2.065－14小牧排水左岸－2.0ｍ護岸

－2.065  －14小牧排水左岸－2.0ｍ護岸

－2.045.6－15家 岸 物 揚 場 (Ｂ)
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「　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に改め、同表保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

　　　　　　　「

管施設Ｈの項中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に、　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に改め、同表中

　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　「

湾施設用地Ｏの項中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「　　　　　　「

　２　加茂湾(1)加茂地区の項の表外郭施設Ｂの項中　　　　　　を　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　」　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「　　　　　　「

　３　鼠ヶ関港(1)鼠ヶ関マリーナ以外の港湾施設の項の表保管施設Ｈの項中　　　　　　を　　　　　　に改め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　」

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

19,530㎡

13,350㎡

 6,290㎡

 6,840㎡

9,533 9,443

13,990㎡
Ｈ－２

　－１
大 浜 ふ 頭 第 １ 野 積 場

12,230　　－２大 浜 ふ 頭 第 ２ 野 積 場

13,990㎡
Ｈ－２

　－１
大 浜 ふ 頭 第 ２ 野 積 場

17,220　－２大 浜 ふ 頭 第 １ 野 積 場

 3,692 10,910 15,272 15,034

　 6,950㎡３－１交 流 広 場広 場

1,542.43㎡
Ｎ－１

　－１

山形県庄内総合支庁建設部

港湾事務所　　　　　　　
港湾管理事務所

7,677　３－１交 流 広 場広 場

　665　７－１山形県酒田海洋センターそ の 他

　877㎡
Ｎ－１

　－１

山形県庄内総合支庁建設部

港湾事務所　　　　　　　
港湾管理事務所

12,170　－５港 湾 施 設 用 地

12,170　－５港 湾 施 設 用 地

 8,250　－６大 浜 港 湾 施 設 用 地

186 212

2,570 2,003
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山形県告示第345号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

　なお、関係図書は、土木部河川砂防課及び最上総合支庁建設部において縦覧に供する。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　区域の名称　　公園地

２　土地の表示

　　次に掲げる土地に存する標柱１号から11号までを順次結んだ線及び標柱１号と11号を結んだ線に囲まれた土地

の区域

  公安委員会関係  

告　　　　　示

山形県公安委員会告示第４号

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第38条第１項の規定により、平成17

年４月１日付けで少年指導委員を次のとおり委嘱した。

　　平成17年４月８日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　吉　　　田　　　美　智　子

標 柱 番 号地　　　番字大　　　字町　　　村郡　　　市

１号から４号まで1940下 山金 山金 山 町最 上 郡

５号1985－２

６号及び７号1985－３

８号1985－１羽 場

９号937－１

10号919－４先

11号1940

住　　　　　　　　　　　　　　　　　所氏　　　名活動区域

山形市南原町三丁目７番６号岩 田 長 司山 形 区 域

同　　城西町二丁目４番16号二 戸 昭 夫同

上山市金瓶字原79番地の２鈴　 木　 萬 四 郎上 山 区 域

天童市小路一丁目７番43－４号佐 藤 一 良天 童 区 域
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  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第68号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

寒河江市六供町一丁目１番26号宇　 井　 賢 太 郎寒 河 江 区 域

東根市大字野田45番地の１秋 葉 征 士村 山 区 域

尾花沢市新町中央２番33号菅 野 邦 彦尾 花 沢 区 域

最上郡舟形町舟形290番地高 橋 寿 子新 庄 区 域

新庄市若葉町14番４号工 藤 正 貴同

東田川郡余目町大字提興屋字野岡38番地の６渡 會　 實余 目 区 域

酒田市緑町６番25号齋　 藤　 き よ 子酒 田 区 域

同　　中町二丁目３番11号尾 川 勝 次同

鶴岡市神明町９番８号佐 藤 重 勝鶴 岡 区 域

同　　稲生一丁目６番20号小 松 教 悦同

西田川郡温海町大字湯温海甲231番地佐 々 木　 眞　 人温 海 区 域

長井市泉1265番地菅　 萬 彌長 井 区 域

西置賜郡小国町大字岩井沢830番地齋 藤 忠 彦小 国 区 域

南陽市赤湯1282番地星　 貴 敏南 陽 区 域

米沢市大字竹井1322番地１佐 藤 勝 三米 沢 区 域

同　　本町一丁目１番27－10号吉　 池　 富 士 夫同
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第69号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　　　 

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第70号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

17. 3. 7
菅 原 男太 田 俊 男代 表 者笹 山 一 夫 後 援 会

同長 南 儀 一阿 部 耕 生会 計 責 任 者富 樫 透 後 援 会

同

3.14

西田川郡温海町大字早

田丙29内の３

西田川郡温海町大字早

田丙274－１
主たる事務所の所在地

本間義弥を励ます会

同剱　 持　 巳 代 治橋 本 忠 志代 表 者

同

3.15
佐 々 木　 尚　 隆佐 藤 宣 男代 表 者斉 藤 康 広 後 援 会

同遠 田 市 雄荒 生 栄 治代 表 者

髙 橋 一 泰 後 援 会

同久 松 俊 明髙 橋 秀 樹会 計 責 任 者

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成16. 8.23解　　　　散大滝助太郎後援会

平成17. 3. 9解　　　　散髙橋和雄立川町後援会

平成17. 3.20解　　　　散舟形町岸宏一後援会
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（その他の政治団体）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

髙橋正和後援会
佐々木知夫を励

ます会
佐藤正夫後援会

本間英機励ます

会
政 治 団 体 の 名 称

17. 3.2417. 3.2417. 3.2417. 3.23報告年月日

000208,056収入総額

0003,056　　前年繰越額

000205,000　　本年収入額

000206,693支出総額

本年収入の内訳

115,000

115

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00090,000　寄附（内訳別掲）

90,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00012,000　経常経費

2,000

10,000

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000194,693　政治活動費

000

194,693

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間英機励ます会

〇寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　　　　　　　　住所・所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）単位：円

渡部正富後援会政 治 団 体 の 名 称

17. 3.24報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

本　間　英　機 90,000円 西田川郡温海町
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山形県選挙管理委員会告示第71号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）　　単位：円

髙橋和雄立川町

後援会

舟形町岸宏一後

援会
政 治 団 体 の 名 称

17. 3. 717. 2.23報告年月日

8,5000収入総額

8,5000　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第72号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）単位：円

大滝助太郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

17. 3.10報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第73号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）　　単位：円

舟形町岸宏一後

援会

髙橋和雄立川町

後援会
政 治 団 体 の 名 称

17. 3.2217. 3. 9報告年月日

08,500収入総額

08,500　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第74号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり届出事項の異

動の届出があった。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第75号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成17年４月８日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  公　　　　　告  

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のとお

り行う。

　　平成17年４月８日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

内　　　　　　　　　　　容

異 動 事 項公 職 の 種 類
届出をした者の
氏名

旧新

山形県議会議員（候補

者）
酒田市長（候補者）公職の種類酒 田 市 長斎 藤 幸 彦

櫛引町議会議員（候補

者）
櫛引町議会議員（現職）公職の種類櫛引町議会議員相　馬　シズ子

指定取消年月日資　金　管　理　団　体　の　名　称公職の候補者の氏名

平成16.10.15斎 藤 幸 彦 後 援 会斎 藤 幸 彦
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　(1) 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　(2) 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　(3) 扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　(4) 入居者又は(1)に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障

害者である場合には、400,000円）

　(5) 入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　(6) 入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(3)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　(ﾛ) 入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　(ﾊ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の

特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯、多子世帯又

は入居申込みに係る過去１年間（平成16年８月以降の公募）のうち３回以上の公募に申込み、いずれにおいても

選考されなかった者で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　(1) 申込期間　　平成17年４月14日(木)から４月20日(水)まで（ただし、郵送の場合は、平成17年４月20日まで

の消印のあるものに限り有効とする｡)

　(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター（最上事務所）

５　入居の時期　　平成17年６月上旬
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